
公文書の公開を求める方へ（ご案内）

１． 公開・非公開の決定に要する日数

公開・非公開の決定は、公開請求書の補正に要する日数を除き、公開請求が

あった日から原則として１５日以内に行います。

２． 公開・非公開の決定に要する日数の延長

やむを得ない理由があるときは、１５日の決定期間を最長６０日まで延長す

ることがあります。この場合には、決定期間延長通知書等により通知します。

また、公開請求を受けた公文書が著しく大量である場合には、公開・非公開の

決定は、６０日以内に一部の公文書について行い、残りの公文書については、そ

の後に行うことがあります。

３． 公開・非公開の決定の通知

公開・非公開の決定は、公開決定通知書、部分公開決定通知書又は非公開決

定通知書（以下「通知書」と総称します。）により通知します。この場合、１５

日の決定期間（これが４５日の範囲内で延長された場合には、その延長された決

定期間）には、通知書の郵送に要する日数は、含まれません。

４． 公開する場合の日時・場所等

公文書を公開する場合、公開の日時、場所等は、通知書により通知します。

５． 写しの交付に要する手数料等

公文書の写しの交付が必要である場合には、事前に手数料の納付が必要です。

写しを交付する公文書の枚数等が多い場合には、通知書により、あらかじめ

手数料の納付期限を設ける場合がありますので、通知書に納付期限が記載されて

いる場合には、その納付期限までに納付してください。

郵送による写しの交付を希望する場合には、手数料のほか、郵送に要する封

筒と切手が必要です。

６． 情報の使用上の注意

この情報公開制度によって得た情報は、適正に使用してください。
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